
川崎市幸区選挙管理委員会告示第２９号 

 

 令和７年１０月２６日執行の川崎市長選挙における川崎市幸区開票区の開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３条及び第６５条

の規定により、次のとおり定めました。 

 

令和７年１０月１２日 

川崎市幸区選挙管理委員会       

委員長  乙 訓 豊 詞       

 

 

 

 

１ 場 所   川崎市幸区戸手本町１丁目１１番地３ 

 川崎市幸スポーツセンター 大体育室 

 

２ 日 時   令和７年１０月２６日 午後９時００分 

 

 

 

 
  


